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Ⅱ 規定・申し合わせ事項 

 

【制服・頭髪に関する規定】 

 

１ 男子 

事項 内     容 備   考 

制服 

気温・寒暖差等を各自で判断し、本校指定のブレザー

・ズボン・カッターシャツ（長袖・半袖）を選択し着

用する。ブレザーには必ず科章をつける。 

※規定外服装許可願を提出する場合もある。 

１ 長袖のカッターシャツ・ブレ

ザーの場合はネクタイを必ず着

用する。 

２ ベルトの色は黒のみとし、バ 

ックルなどは面接試験に相応しい

ものを着用する。 

３ インナーシャツの色は華美で

ない無地のものとし、襟首・袖

口から見えないものとする。 

靴 

靴は運動ができるものまたはローファーとし、ハイカット、スリッパは禁止する。 

※靴の色は白を基調とする。 

 ※ローファーは黒色で、ヒールの低いものとする。 

 ※上履きは本校指定のものを使用する。 

靴下 
ソックスの色は白・紺・黒・グレーとする。  

※長さはくるぶしソックス以上で膝下までとする。 

防寒着 

(1)  ベスト・セーター・カーディガンの着用を認める。また、色は黒または紺とし上着

から見えないものとする。 

(2) 防寒着としてトレーニングパンツ、実習服等を使用しないこと。  

(3) 防寒着の着用を認めるが、校舎内では着用しないこと。 

(4) 防寒のためにマフラーや手袋を使用してよいが、校舎内では着用しないこと。また

ニット帽等の着用は認めない。 

(5)  膝掛等の使用を認めるが、教室間の移動中または式典や全校集会等では使用しな

いこと。 

鞄 特に指定しない。※教科書等、学習用具が入る大きさであること。 

頭髪 

(1) 頭髪は就職や進学での面接試験に相応しい清潔感のあるものとし、加工は一切しな

いこと。 

(2)  頭髪の指導、経過観察指導は、生徒・保護者との共通理解で実施する。 

(3) 髪型に関する細則については、＜髪型に関する規定＞に示す。 
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＜髪型に関する規定（男子）＞ 

 

☆頭髪は就職や進学の面接試験に相応しいものであること。 

 以下のような髪型等の加工は指導の対象となる。 

 ・ワックスやオイルを使用する。 

 ・ワックス等で無造作に髪を立ち上げる。 

 ・過度な刈り上げ（刈り上げ部分・ツーブロック部分と上の部分のコントラストが強い） 

（目安は６mm程度以上の長さ） 

 ・パーマ、エクステンション、染色、脱色、アシンメトリー（左右非対称）等 

 ・前髪が目にかかる、耳が隠れてしまったり、襟に毛がかかる長さ。 

 ・髭を伸ばす、眉毛を細く剃ったり、極端に薄くしたりする。 

 ・カラーコンタクトを使用する。 

 

２ 女子 

事項 内     容 備   考 

制服 

気温・寒暖差等を各自で判断し、本校指定のブレザー・ス

カート・スラックス・ブラウス・夏セーラー・カッターシ

ャツ（長袖・半袖）・リボン・ネクタイを選択し、着

用する。ブレザーには必ず科章をつける。 

 

※スカートは膝がかくれる長さを基準とする。 

※規定外服装許可願を提出する場合もある。 

１ 夏セーラー・ブラウスの

場合は必ずリボンを着用

し、ブレザー・長袖カッタ

ーシャツの場合はネクタ

イを必ず着用する。 

２ スラックス着用時のベ

ルトの色は黒のみとし、バ

ックルなどは面接試験に

相応しいものを着用する。 

３ インナーシャツの色は

華美でない無地のものと

し、襟首、袖口から見えな

いものとする。 

靴 

靴は運動ができるものまたはローファーとし、ハイカット、スリッパやミュール等は禁止

する。 

※靴の色は白を基調とする。 

※ローファーは黒色で、ヒールの低いものとする。 

※上履きは本校指定のものを使用する。 

靴下 

ソックスの色は白・紺・黒・グレーとする。 

※長さはくるぶしソックス以上で膝下までとする。 

※ストッキングやタイツは、無地の黒・紺・ベージュとする。 
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防寒着 

(1)  ベスト・セーター・カーディガンの着用を認める。また、色は黒または紺とし上

着から見えないものとする。 

(2) 防寒着としてトレーニングパンツ、実習服等を使用しないこと。  

(3) 防寒着の着用を認めるが、校舎内では着用しないこと。 

(4) 防寒のためにマフラーや手袋を使用してよいが、校舎内では着用しないこと。ま

たニット帽等の着用は認めない。  

(5) 膝掛等の使用を認めるが教室間の移動中または式典や全校集会等では使用しない

こと。  

(6) レッグウォーマーやファッション性の強いレギンスは防寒具とは認めない。  

鞄 特に指定しない。※教科書等、学習用具が入る大きさであること。 

頭髪 

(1) 頭髪は就職や進学での面接試験に相応しい清潔感のあるものとし、加工は一切し

ないこと。 

(2)  頭髪の指導、経過観察指導は、生徒・保護者との共通理解で実施する。 

(3) 髪型に関する細則については、＜髪型に関する規定＞に示す。 

 

 

＜髪型に関する規定（女子）＞ 

 

☆頭髪は就職や進学の面接試験に相応しいものであること。 

 以下のような髪型等の加工は指導の対象となる。 

 ・ワックスやオイルを使用する。 

・横流しにして結ぶ。（肩にかかる長さの髪は後ろで目立たない色のゴムで結ぶ。） 

 ・前髪が長く、目にかかったり目が隠れている。（長い髪は目立たない色のピンで止める。） 

 ・目の位置より高い位置にまとめる。（ポニーテールやハーフアップも同様。） 

 ・シュシュ、カチューシャ、ヘアクリップ等の装飾品の使用 

 ・パーマ、編み込み、巻き髪、染色、脱色、一部分を短く刈り込む等の髪型 

 ・眉毛を細く剃ったり、極端に薄くしたりする。 

 ・化粧（マスカラ・まつ毛をカールさせる・アイプチ・色付きのリップ等を含む。） 

・カラーコンタクトを使用する。 


